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第１章 名称 

第 １ 条 １、この会は、大阪市立住吉川小学校ＰＴＡという。 

２、この会は、事務所を大阪市立住吉川小学校に置く。 

 

第２章 目的 

第 ２ 条 この会は、本校に在籍する児童の保護者ならびに本校に勤務する教

職員が協力して、家庭と社会における在学児童の健全な成長をはか

ることを目的とする。 

第 ３ 条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。 

１、会員の成人教育並びに地域活動を盛んにするとともに、人権に

ついての理解を深める。 

２、家庭と学校および社会との緊密な連携によって、在学児童の福

祉を推進する。 

３、家庭と学校と社会における教育環境をよくする。 

 

第３章 方針 

第 ４ 条 この会は、教育を本旨とする民主的な社会教育団体として、次の方

針に従って活動する。 

１、在学児童の教育ならびに福祉のために活動する他団体および機

関と協力する。 

２、特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とする

ような行為は行わない。 

３、この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦

しない。 

４、学校の教育方針、および人事ならびに管理に干渉しない。 

 

第４章 会員 

第 ５ 条 この会の会員は、本校に在籍する児童の保護者ならびに本校に勤務

する教職員とする。 

第 ６ 条 この会の会員は、すべて会費を納める義務がある。但し、特別の事

情がある場合はこの限りではない。また、この会の会員は全て平等

の権利がある。 
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第５章 経理 

第 ７ 条 この会の経費は、会費をもってする。 

第 ８ 条 この会の経理は、総会において決議された予算に基づいて行われ

る。 

第 ９ 条 この会の会費は、１家庭につき、５００円（月額）とする。 

第１０条 この会の経理は、会計監査を経て会員に報告されなければならな

い。 

第１１条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年の３月３１日に

終わる。 

 

第６章 役員とその選挙 

第１２条 この会の役員は、次の通りとする。 

１、会長 １名 

２、副会長 ２名以上 

３、書記 １名以上 

４、会計 １名以上 

①副会長、書記及び会計の定数については、現行役員会の要望を

受け、役員候補者指名委員会により決する。 

②役員は、男女いずれか一方に偏してはならない。 

③役員は、他の役員または会計監査委員を兼ねることは出来な

い。 

第１３条 １、役員の任期は、予算を議決するための総会の翌日より、翌年の

予算議決するための総会の日までの１年間とする。 

 ２、役員は引き続いて他の役員に選出されることができる。 

第１４条 役員の選出及び就任は、次のとおり行われる。 

 １、役員候補者指名委員会（以下、指名委員会とする）を次の方法

によって構成する。 

①保護者の中から次の方法により選出する。 

各学級の保護者は互選により、１名の学級代表を選出し学級代

表は互選により各学年１名を選出する。 

②教職員の中から互選により、２名を選出する。 
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③サポート委員会の中から互選により、２名を選出する。 

２、指名委員は、役員及び会計監査委員長の候補者になることは出

来ない。 

３、指名委員会は、各々の候補者をあげ、役員選出総会の７日前に

全会員に知らせる。 

４、選出を行う総会において、一般会員から候補者の指名をなすこ

とができる。ただし、３名以上の推薦により総会の５日前までに

指名委員会に届けなければならない。指名委員会は総会の２日前

までにその候補者を、全会員に知らせなければならない。 

５、役員候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も、一

般会員からなされる場合も、その指名を公表する前に、被指名者

及び立候補者の同意と選出を行う総会に出席を要する。ただし、

止むを得ない場合はその欠席理由を届け出て、総会の承認を得な

ければならない。 

６、役員は、総会において多数決で選出される。 

 

第７章 役員の資格とその任務 

第１５条 会員で公選による公職者でない者は、第６章の規定に従って役員に

なることができる。 

第１６条 会長は、次の職務を行う。 

１、この会を代表し会務を総括する。 

２、それぞれのサポートリーダー（指名委員・会計監査委員は除

く）を任命する。 

３、サポート委員の承認を得て、特別委員会の委員長及び委員を任

命する。 

４、総会及びサポート委員会を招集する。 

５、サポート委員会（指名委員・会計監査委員は除く）に出席して

意見を述べることができる。 

６、この会の資産を管理する。 

第１７条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行す

る。 

第１８条 書記は、次の職務を行う。 

１、総会及びサポート委員会の議事ならびに、この会の活動に関す
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る重要事項を記録する。 

２、記録・通信・その他の書類を保管する。 

３、会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。 

第１９条 会計は、次の職務を行う。 

１、総会で決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理す

る。 

２、予算の立案を協力する。 

３、会計簿を保管し、いつでも会員の閲覧に供する。 

４、会計監査を受け、会員に報告する。 

第２０条 会長に欠員を生じたときは、副会長の中から会長以外の役員に欠員

が生じたときはサポート委員から、サポート委員会の承認を得て就

任する。 

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第８章 会計監査委員会 

第２１条 １、この会の経理を監査するために、会計監査委員会を置く。 

２、会計監査委員会には、委員長の外２名の委員を置く。 

第２２条 １、会計監査委員長の選出及び就任は、第１５条に準じて行う。 

２、会計監査委員長は、他の2名の委員を選任する。 

第２３条 会計監査委員会は、その年度の会計を監査し年間２回以上全会員に

その結果を報告する。 

第２４条 会計監査委員の任期は、予算議決するための総会の翌日より翌年の

予算議決するための総会の日までの１年間とし、再任は妨げない。 

第２５条 会計監査委員長は、必要に応じ役員会・サポート委員会に出席して

意見を述べることができる。 

 

第９章 総会 

第２６条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。

議長は互選によって選出する。 

第２７条 総会の定足数は、全会員の５分の１とし（委任状を含む）議決は出
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席者の過半数の同意を必要とする。 

第２８条 サポート委員会が必要と認めるとき、または会員の３分の１以上の

要求があったときには、会長はいつでも総会を招集する。 

第２９条 総会は、年間２回以上開催する。 

第３０条 この会の年間事業計画、及び予算の審議決定ならびに決算報告の承

認は総会で行う。 

 

第１０章 サポート委員会 

第３１条 実行委員会をサポート委員会に変更し、実行委員長・副委員長を 

サポートリーダーとする。 

第３２条 サポート委員会の任務は、次のとおりである。 

１、各行事のサポートをする。 

 

   第１１章 サポート委員会及び任務 

第３３条 サポートリーダーとして活動する。 

第３４条 この会の特定の目的を遂行するために必要あるときは、特別委員会

をおくことができる。 

第３５条 サポート委員会の構成は、各学年ごとにそれぞれの委員を互選によ

り選出する。 

第３６条 サポート委員リーダーの任期は、1年とする。ただし、再任は妨げな

い。 

第３７条 サポートリーダーの任務および活動は、次のとおりとする。 

１、サポート委員会設置 

①各学年２名で計１０名のサポートリーダーと教職員、全保護者

によって構成する。 

②委員会の任務は次のとおりである。 

ア、各行事の応援サポートの情報を伝達する。 

イ、地域との交流を深め、進んで協力を得るようつとめる。 

ウ、子どもと保護者、教職員との交流が深まるような企画を 

活発にする。 
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第３８条 校長および教頭等は、サポート委員会または特別委員会に出席して

意見を述べることができる。 

第３９条 サポート委員会は、その事業の計画・実施にあたって役員会にはか

らなければならない。 

 

第１２章 改正 

第４０条 この規約は総会において、出席者の３分の２以上の賛成によって改

正することができる。ただし、改正案は、総会の少なくとも５日前

にその内容を全会員に知らせておかなければならない。 

 

 

 

 

附則 

第４１条 慶弔費については、細則でこれを定める。 

第４２条 この規約は平成１８年２月８日より実施する。 

 

 

細則 

第 １ 条 指名委員の選出は１月中に行う。役員候補者の選考は２月末までに

行う。 

第 ２ 条 サポート委員会の選出は次のように行う。 

１、教職員は、サポート委員会に委員として所属する。 

２、サポートリーダーは役員会で推薦し、会長が任命する。 

 

第 ３ 条 委員選出の管理は、役員がこれを行う。 
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第 ４ 条 サポート委員会・指名委員会・監査委員会の構成員の代理は認めら

れない。 

第 ５ 条 慶弔費は次のとおりとする。 

範 囲 香 料 

保護者 10,000円 

保護者と同居の父母 5,000円 

児童 10,000円 

教職員 10,000円 

教職員の父母（配偶者を含む）     5,000円 

 

 

備考 

（昭和３２年 ４月 改 正） 

（昭和４０年 ５月 改 正） 昭和４０年 ６月 １日印刷発行 

（昭和４２年 ５月 改 正） 昭和４２年 ６月 １日印刷発行 

（昭和４６年１０月 改 正） 昭和４７年 ４月 １日印刷発行 

（昭和４７年 ５月 改 正） 昭和４７年 ５月２５日印刷発行 

（昭和５１年 ５月 改 正） 昭和５１年 ６月 １日印刷発行 

（昭和５５年 ４月 改 正） 昭和５５年 ５月 １日印刷発行 

（昭和６１年１１月 改 正） 昭和６１年１２月 １日印刷発行 

（平成 ３年 ２月 改 正） 平成 ３年 ４月 １日印刷発行 

（平成１０年 ４月 改 正） 平成１０年 ６月 １日印刷発行 

（平成１２年 ２月 改 正） 平成１２年 ４月 １日印刷発行 

（平成１８年 ２月 改 正） 平成１８年 ３月 １日印刷発行 

（平成２３年 ５月 改 正）    平成２４年 ４月 １日印刷発行 

（平成２７年 ２月 改 正）    平成２７年 ４月 １日印刷発行 

以上 

 


